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八木町史編八木町史編八木町史編八木町史編さんにさんにさんにさんに伴伴伴伴うううう歴史資料調査歴史資料調査歴史資料調査歴史資料調査へのへのへのへの協力協力協力協力のおのおのおのお願願願願いについていについていについていについて    

  １９７０年代以降、全国の都道府県や市町村によって、地域の歴史をまとめる事業（自治体史編さん事業）が実施されています。南丹市域でもこの間に『園部町史』『日吉町誌』『美山町誌』が編さんされました。旧八木町においても「八木町史」の編さんを計画しており、合併後も継続し事業を行っていくこととなりました。  そこで、現在、南丹市教育委員会では旧八木町の歴史をまとめるため、八木町域に関わる歴史資料（家の蔵や地区の公民館・会議所に保管される以下のようなもの）を探しています。お心当りの方は教育委員会までご一報ください。また、教育委員会から直接ご連絡する場合もありますのでご協力くださいますようお願いします。 ●古文書（墨を使いミミズが這ったようなくずし字で和紙に書いたものなど）  ●古い本（和紙に書かれて冊子にしてあるものなど） ●絵図や古地図 ●古いふすまや屏風（古文書が下貼りに使われている場合がよくあります） ●明治・大正・昭和の古い本・ノート・記録（手紙や日記など）・新聞・写真・絵  ●自治会や農協などの団体の記録や資料  ●墓石や道標など石に字が彫り込んであるもの ●農具・漁具・機織りや養蚕の道具・古い着物の他、物作りや生活のための道具など ※蔵の片隅に置かれ、「汚いし、もう捨てようか」と考えておられるものでも、昔の八木の様子を示してくれる貴重な歴史資料となりますのでご連絡ください。 
 ◇問合せ先 教育委員会 教育振興係（八木） TEL）６８－００２５ FAX）０７７１－４２－５６１６ 

麻麻麻麻しんしんしんしん・・・・風風風風しんしんしんしん予防接種予防接種予防接種予防接種のののの受受受受けけけけ方方方方がががが変変変変わりますわりますわりますわります    

 予防接種法施行令等の一部が改正され、以前に「麻しん」「風しん」のそれぞれの単独ワクチンを受けた人も、２期（小学校就学の始期の１年前から１日前まで）の年齢に達した時に、麻しん・風しん混合ワクチンの対象となります。 また、２期の期間内であれば、混合ワクチンだけではなく、それぞれの単独ワクチンも定期の予防接種となりましたので、どちらかの病気にかかった人は単独ワクチンの対象になります。 ●定期の予防接種対象者 第１期対象 生後１２カ月から２４カ月の間に１回 第２期対象 就学１年前から就学の前日まで（年長児）の間に１回   ※過去に、麻しん風しんのどちらかの病気にかかったことがある場合や、平成１８年４月以降にどちらかのワクチンを接種された場合はご相談ください。 ●定期の予防接種について  対象者 接種方法 第１期 生後１２～２４カ月に至るまでの間にある者 麻しん・風しん混合ワクチンを１回接種（単独ワクチンも選択できます） 第２期 ５歳以上７歳未満の者であって、小 学校就学の始期に達する日の前日までの間にある者（いわゆる年長児） 麻しん・風しん混合ワクチンを１回接種（単独ワクチンも選択できます） ●予防接種法令外の予防接種  第１期の予防接種を受けられなかった場合、平成１９年３月３１日まで公費負担で予防接種を受けることができます。 ①予防接種法令外となりますので、健康被害が起こった場合は独立行政法人医薬品機構総合機構法に基づき保護者に手続きを行ってもらいます。 ②法令外の予防接種となるので、同意書に署名をして、接種を受ける際医療機関に渡してください。   ◇問合せ先 健康課 健康推進係 TEL）６８－０００６ 

７７７７月月月月はははは““““社会社会社会社会をををを明明明明るくするるくするるくするるくする運動運動運動運動””””強調月間強調月間強調月間強調月間ですですですです。。。。      “社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする法務省主唱による全国的な運動です。  “社会を明るくする運動”は、年間を通じて展開されていますが、７月は特に強調月間として、各地域において様々な啓発活動が実施されます。 
『ふれあいと 対話が築く 明るい社会』 ◇問合せ先 市民課 市民環境係 TEL）６８－０００５ FAX）６３－０６５３ 

日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習センターセンターセンターセンター    各種教室各種教室各種教室各種教室のののの参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集！！！！        南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」では、下記の教室を開催します。参加希望の方は、電話、ＦＡＸまたはＥメールに教室名、氏名、学年、住所、電話番号を明記し、お申し込みください。※「写真教室」申込者は学年は不要です。 
＜＜＜＜写真教室写真教室写真教室写真教室（（（（全全全全８８８８回回回回）＞）＞）＞）＞     “思い通りの写真が撮れない！”“もっと魅力的な写真が撮りたい！”という方、もちろん“これから始めてみようと思うんだけど…”という方もぜひご参加ください。 ●開催日時 ７月２６日（水）～３月２８日（水）の毎月第４水曜日（全８回）       午後１時３０分～３時３０分   ※ただし、１２月は休みです。 ●開催場所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」会議室       （野外撮影会の日は、現地に集合） ●内  容 初心者から中級者を対象とした写真教室で、２回に１回は野外撮影会場での指導、残り半分は作品の講評を中心とした講義 ●指 導 者 写真教室講師 弓削 政 先生 ●負 担 金 受講料 ３，０００円（全８回分）、保険代（実費） ●持 ち 物 カメラ（デジタルカメラ、コンパクトカメラも可） ※お持ちの方は、一眼レフ、レリーズ、三脚をお持ちください。 ※これからカメラを購入される方は、第１回目の教室でカメラの選び方について学んだ後に購入されることをお勧めします。 ●対 象 者 どなたでも受講できます。（市内在住、在勤および在学の方を優先とします） ●定  員 １５人（先着順） ●申込受付 ６月３０日（金）～７月９日（日） 
＜＜＜＜夏休夏休夏休夏休みみみみ子子子子どもどもどもども物物物物つくりつくりつくりつくり教室教室教室教室「「「「風鈴風鈴風鈴風鈴をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう！」＞！」＞！」＞！」＞     子ども達の夏休みを利用して物つくり教室を開催します。シンプルなものからカラフルなものまで、アイデア次第でいろんな風鈴ができます。暑い夏を、心地よい風鈴の音色で涼しく乗り切ろう！  ●開催日時 ８月５日（土）午後１時３０分～４時 ●開催場所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」美術工作室 ●内  容 アルミを主材料とした創作風鈴の制作 ●指 導 者 こどもアトリエ主宰 橋本 博子 先生（京丹波町） ●材 料 代 ８００円程度 ●持 ち 物 万能ばさみ、ラジオペンチ、金づち、軍手、タオル ●対 象 者 小学生（市内の方を優先とします） ●定  員 ２０人（先着順） ●申込受付 ６月３０日（金）～７月１２日（水） 
＜＜＜＜夏休夏休夏休夏休みみみみ子子子子どもどもどもども体験教室体験教室体験教室体験教室「「「「日本日本日本日本のののの踊踊踊踊りをりをりをりを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう！」（！」（！」（！」（全全全全２２２２回回回回）＞）＞）＞）＞     子ども達の夏休みを利用して体験教室を開催します。伝統ある日本の踊りを楽しく体験してみましょう。（全２回の教室です）  ●開催日時 第１回 ８月１９日（土） 第２回 ８月２６日（土） 午後１時３０分～３時３０分 ●開催場所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」リハーサル室他 ●内  容 日本の踊りの手ほどきを楽しく体験します ●指 導 者 柳姿会師匠 若柳 吉寿幸 先生（南丹市日吉町） ●服  装 ゆかた、足袋（白ソックスでも可） ●持 ち 物 日本てぬぐい ●対 象 者 小学生および保育園等年長児（市内の方を優先します） ●定  員 ２０人（先着順） ●申込受付 ６月３０日（金）～７月１２日（水）  ＜＜＜＜全教室全教室全教室全教室のののの共通事項共通事項共通事項共通事項＞＞＞＞    ・定員に達し次第、受付を締め切りますが、申込受付初日に定員に達した場合のみ、初日分受付終了後に抽選して参加者および受講者を決定させていただきます。    ・都合により、一部日程を変更させていただく場合があります。    ・申込人数が少数の場合は、教室を開催しない場合があります。    ・参加者には、詳細について別途通知いたします。     ◇申込・問合せ先  南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」              TEL）７２－３３００  FAX）７２－３３１１              Eメール）be-hiyoshi@city.nantan.kyoto.jp 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 


